
久留米市に住民票がある、多胎妊娠中・多胎児を出産された方とそのご家族が、 

親子（母子）健康手帳交付後～お子様が２歳になる前日まで 利用できます。 

                      【※「訪問相談」と「健診等サポート」は利用期間が異なります。】 
    

多胎出産のときの上のお子様へのケアや預け先の相談など、 

妊娠中からの利用もできます。お気軽にご連絡ください。 

訪問相談・健診等サポートは合計 4回まで利用できます。 

詳しいご利用条件やサポート内容については、裏面をご覧ください! 

  

〇訪問相談    利用回数：上限２回 

ピアサポーター（多胎児育児経験者）が保健師・助産師・保育士等と一緒にご自宅を訪問、 

妊娠中のこと、これからの子育てのことなど、さまざまな相談に応じます。 

市内の里帰り先など、ご自宅以外への訪問も出来ます。お申込みの際にご相談ください。 

 

〇健診等サポート           利用回数：上限３回 

                  1回あたりの利用時間：上限３時間 

ピアサポーター（多胎児育児経験者）が乳幼児健診受診や予防接種の補助などの 

サポートをします。多胎育児の相談にも応じます。 

多胎妊産婦（家庭）のための 

産前産後サポート事業 

令和３年度 

※ 訪問相談を 2回利用した場合は、 
  上限が 2回となります 

【利用期間】 

お子様が 1歳になる前日まで 

【利用期間】 

お子様が２歳になる前日まで 

≪利用までの流れ≫ 

ステップ１ 

 ツインズクラブの連絡先に、「ショートメール」や「電話」で申し込む。 

   〈申し込み時に必要な内容〉 

    ①「サポート利用希望」と入力 ②氏名 ③生年月日 ④住所 ⑤連絡先 

   〈申し込み期限〉 

    利用希望日の１週間前まで 

    ステップ２ 

 後日、ツインズクラブから日時や場所などの詳細について連絡があります。 

お申込み先 「ツインズクラブ」 

  TEL：090-3417-0476（村井さん） 

  TEL：090-7399-9568（品川さん） 

《事業全般に関するお問い合わせ》 
    久留米市子ども未来部  
              こども子育てサポートセンター 

     TEL：0942-30-9731／FAX：0942-30-9718 

 

利用券はご利用の当日 

ピアサポーターに渡してね 

                   



※ご利用前に必ずお読みください 

産前産後サポート事業のご利用方法 
 

  訪問

相談 
健診等
サポート 

利用時間等 （１）利用できる時間帯：午前 9時～午後 5時 

※土日祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日）を除く 
〇 〇 

（２）1回あたりの利用時間：上限 3時間 

※健診等サポートについては、利用者様のご自宅から医療機関等の 

お出かけ場所までの移動時間も含みます。 

〇 〇 

（３）利用回数：訪問相談と健診等サポートを合計 4回まで利用できます。 

  例：「訪問相談 2回と健診等サポート 2回」 

「訪問相談 1回と健診等サポート 3回」など  

〇 〇 

利用場所 （１）利用者様のご自宅や里帰り先 

（２）乳幼児健診や予防接種会場など 

※市内近郊の範囲内でのご利用になります。 

〇 〇 

駐車場 ピアサポーター（多胎児育児経験者）がご自宅等へ訪問させていただく際

の駐車スペースを確保してください。 

近隣の有料パーキングを利用する場合の駐車料金は、利用者様のご負

担となります。 

〇 〇 

サービス 

内容 

（１）育児の相談 

  ・付き添い時やご自宅等の場所での相談 
〇 〇 

（２）外出時の補助 

・多胎児の乳幼児健診や予防接種などの付き添い 

※お子様の送迎はできません。 

 〇 

（３）日常の育児に関するサポート 

・沐浴の補助 

・食事や排泄のサポート 

※ミルクの調乳や離乳食の調理などの家事はできません。 

※お子様の預かりや留守番等、保護者の目が届かない場での育児のサ

ポートはできません。 

 〇 

移動手段 

 

利用者様のご自宅から、健診先等までの往復については、 

（１）利用者様の車（運転は利用者様でお願いします。） 

（２）公共交通機関 

（交通費はピアサポーターの分も含めて利用者様のご負担となります。） 

（３）タクシー 

  （交通費はピアサポーターの分も含めて利用者様のご負担となります。） 

 〇 

 


